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祖
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常

泊

朝
鮮
の
雑
理
農
業
・

保
険
の
本
質
に
就
て
・
・
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・
・
法
皐
士

U
M
K労
働
債
植
法
則
目
安
富
性
市
・
経
済
問
学
士

7

ル
ク
ス
の
絶
封
地
代
に
就
て
h
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ヌ
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蔵
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金
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特
別
骨
計
法
・
大
戒
省
預
金
部
特
別
市
計
料
則
・
削
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市
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銀
行
ノ

手
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市
削
引
一
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同
ル
損
火
ノ
桁
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一
一
刷
ス
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法
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数
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出
村
振
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特
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号先
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乙
、
失
業
者
統
計
白
種
別

第
二
十
容

統

四、

都
市
政
鴎
及
勢
働
組
合
目
失
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調
査

玉、

人
口
賀
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粟
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附
帯
同
失
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調
査
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諭

叢

央
業
者
統
計
概
誼

第
二
十
巻

(
第
豆
挽

七
七
回

七、

失
業
調
査
に
代
る
べ
き
そ
の
一
他
の
諸
調
査

丙
、
失
業
調
査
白
特
設

;1‘ 、

失
業
調
査
の
償
値
及
困
難

;九

=
一
稀
の
査
察
方
法

イ

車

組

担

告

法

ロ、

改

良

祖

骨

法

戸

別

調

査

法

了、

」

0
、
結

論

大
正
三
年
濁
逸
留
地
下
中
吾
人
は
京
都
法
皐
曾
雑
誌
(
第
九
巻
第
八
観
以
下
)
仁
、
「
失
業
保
険
に
就
き
て
」
の
一
文
を
寄

せ
、
次
い
で
大
正
六
年
三
月
以
後
の
法
皐
新
報
誌
上
に
、
「
労
働
紹
介
雑
観
」
を
載
せ
た
る
こ
ご
め

h
、
嘗
時
職
業

紹
介
に
就
き
て
は
兎
も
角
、
失
業
問
題
の
如
き
は
、
本
邦
経
済
界
ご
は
縁
遠
き
も
の
な

h
z
て
、
同
撃
の
連
中
に

き
へ
酬
明
笑
さ
れ
た
る
こ

Z
あ
り
、
然
る
に
走
ん
ぞ
知
ら
ん
、

そ
の
後
句
年
だ
も
経
過
せ

F
る
数
年
来
の
経
済
外
に

あ
り
て
は
、
失
業
を
談
十
る
に
非
子
ん
ば
、
経
済
皐
者
に
非
十
ご
せ
ら
る
、
の
慨
あ
る
に
至
れ
hzJ
、
此
後
遜
に
際

曾
し
て
、
吾
人
の
如
き
、
迂
人
は
同
問
題
に
就
き
、
沈
黙
を
守
る
こ
そ
よ
り
れ
ご
安
ん
じ
京
市
れ
り
、
毛
の
間
最
近
一



前
年
に
到
b
、
論
壇
上
の
問
題
は
刻
々
賞
際
問
題
化
す
る
に
至
h
J
、
か
く
て
又
今
春
議
曾
開
曾
中
失
業
救
済
に
闘

す
芯
、
貴
族
院
一
致
の
建
議
を
見
た
り
ど
、
侍
へ
ら
る
、
こ
ピ
、
な

'o、
別
に
叉
新
聞
紙
は
今
秋
簡
易
闘
勢
調
査

の
賢
施
に
際
し
、

一
部
の
大
都
市
所
在
地
に
あ
b
て
は
、
失
業
調
査
を
行
ム
の
計
童
話
あ
る

F

』
ざ
を
報
道
せ
り
、
賞

に
失
業
問
題
は
人
気
ゐ
る
時
事
問
題
な
h
、
従
ひ
て
無
雑
作
に
考
ふ
る
者
ご
!
て
は
、
失
業
者
の
統
計
調
査
に
如

何
な
る
困
難
を
、
件
、
ム
ペ
き
か
を
省
察
せ
争
、
必
要
な
り
ご
の
擦
に
騎
ら
る
、
憶
に
、
所
謂
失
業
調
査
の
賞
施
に

印
刻
賛
成
す
る
や
を
知
ら
宇
吉
雄
も
、
吾
人
は
砂
〈
ご
も
我
邦
の
行
政
統
計
殊
に
国
勢
調
査
事
業
の
、
質
賃
な
る

後
惑
を
希
望
す
る
限
h
、
俄
炉
に
そ
の
賛
否
を
決
し
難
し
ご
考
ふ
る
者
な
り
、
第
一
に
現
存
せ
る
失
業
統
計
資
料

の
整
頓
修
正
に
、
先
づ
注
意
を
そ
、
が
争

L
て
、
之
が
臨
時
的
瞬
間
調
査
を
途
「
る
も
、
諸
機
関
殊
に
地
方
支
員

の
努
宇
佐
煩
は
す
，
}
ご
徒
色
に
多
〈
し
て
、

そ
の
放
果
に
は
多
〈
を
期
待
じ
得
F
る
ぺ
し
Z
考
ふ
る
が
た
め
に
然

hJ
、
第
一
一
に
右
の
計
量
一
炉
、
必
や
し
も
、
誠
意
克
〈
枇
曾
政
策
の
建
策
賞
施
に
汲
々
た
る
、
大
都
市
行
政
幹
部
白

主
自
新
(
大
町
宮
市
古
詩
集
誌
に
此
熱
中
7v-
借
る
)
振
起
せ
る
結
果
己
し

τ、
成
れ
る

a

に
非
守
し
て
、
中
央
官
廊
の
命
令
に
出
で

ん
Z
す
る
の
妹
あ
る
が
た
め
に
、
特
に
宿
の
考
を
深
か
ら
し
め
十
ん
ば
非
子
。

εは
兎
も
角
愈
々
之
が
寅
施
を
、

竿
歳
後
仁
看
ん
古
す
る
営
面
の
問
題
に
際
曾
し
、
十
を
聞
き
て
百
を
推
知
す
る
が
如
、
吉
、
賢
明
な
る
中
央
官
僚
に

劃
し
て
は
い

F'知
ら
す
、
基
本
調
査
の
難
事
業
を
執
掌
さ
る
べ
き
、
骨
身
敬
す
べ
き
地
方
定
員
各
位
並
に
被
調
査
者

た
る
べ
き
公
衆
に
謝
し
て
は
、
失
業
調
査
否
一
般
失
業
者
統
計
に
闘
し
、
相
蛍
の
諒
解
を
求
め
、

そ
の
調
査
の
繰

論

空整

先
業
者
統
計
概
詑

第
二
十
巻

(
第
五
滅

七
七
五



論

讃

先
業
者
統
計
概
説

第
一
~
十
巻

(
第
五
腕

四
) 

七
七
方

貼
を
{
易
か
ら
し
め
一
ん

Z
す
る
の
、
準
備
を
積
む
こ

Z
、
急
務
中
の
念
務
た
る
べ
き
ニ

F
T確
信
す
、
従
ひ
て
白
か

ち
捕
ら
す
主
芭
・
し
て
濁
逸
の
数
文
献
に
就
言
、
護
書
せ
る
所
に
本
イ
器
、
失
業
者
統
計
に
闘
す
る
一
般
知
識
の
扶

植

一
一
切
を
捧
げ
ん
ご
す
る
の
微
哀
に
駆
ら
れ
、
倉
皇
此
拙
文
を
草
す
る
こ

Z
、
せ
り
、
趣
意
既
に
然

h
、
従

ひ
て
該
博
は
初
め
よ
ち
之
を
期
せ
A
V
、
読
者
等
ひ
に
諒
附
加
せ
よ
。

失
業
は
経
済
生
活
の
一
現
象
正
し
て
、
極
め
て
重
要
な
り
、
叉
そ
の
結
果
も
重
大
な
る
を
以
て
、
之
が
統
計
的

査
察
は
疑
も
な
く
快
〈
べ
か
ら
や
、
郎
ち
失
業
者
統
計
の
結
果
は
、
第
一
に
枇
曾
諸
問
中
上

ω貴
重
な
る
認
識
を
、

授
〈
ぺ
吉
を
以
て
重
ん
守
ぺ

L
、
詳
言
す
れ
ば
之
が
允
め
に
諸
地
方
、
男
女
、
議
職
業
に
閲
す
る
、
失
業

ω頒
繁

率
を
示
す
べ
く
、
叉
そ
の
時
間
的
動
揺
に
よ
り
て
は
、
季
節
及
景
気
の
影
響
を
窺
は
し
む
べ
し
、
(
宅
出
国

2
E向。

の
好
著
巴
ロ
。
5
1
3
S宮
内
中
に
は
、
季
節
帥
動
揺
に
閲
す
る
一
章
と
、
多
年
聞
の
周
期
的
動
指
に
闘
す
る
他
白
一
章
と
を
、
合
む
ζ

と
を
註
意
す
イ

L
)

近
年
濁
逸
に
て
は
同
国
に
於
け
る
失
業
の
時
間
的
動
揺
さ
、
濁
逸
骨
岬
替
相
場
の
動
揺

z
a
y比
峡
し
、
ぞ
の
間

の
一
並
行
関
係
を
後
見
せ
り
、
(
一
九
一
一
一
年
ゲ
ヌ
ア
の
合
議
に
際
し
、
調
逸
同
勢
働
者
は
描
逸
そ
自
他
白
大
工
業
闘
の
、
安

す
る
該
括
的
-
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出
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る
こ
と
を
注
意
ナ
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L
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叉
失
業
者
の
数
は
帥
労
働

市
場
の
獄
況
を
徴
表
す
、
否
失
業
者
は
貨
は
普
通
に
求
職
者
な
り
、

か
く
て
失
業
者
の
数
は
景
気
の
尺
皮
、
人
口



過
剰
の
兆
候
に
供
し
得
ぺ
し
、
失
業
統
計
に
件
ム
質
際
的
意
義
は
、
諸
失
業
政
策
又
は
救
済
の
諸
施
設

ノ
ー
ト
ス
タ
シ
ヅ
ア
砂
パ
イ
テ
シ

跡
、
救
念
授
業
さ
を
興
す
の
士
査
を
、
授
〈
る
こ

Z
に
よ
り
て
惹
起
さ
品
、
否
寧
ゐ
事
貴
仁
照
し

τ論
十
る
ご
き

(
教
龍
、
保

は
、
近
時
に
至
り
幾
多
の
濁
逸
都
市
行
政
が
、
急
切
に
攻
究
せ
る
失
業
者
救
済
の
会
街
組
織
の
た
め
に
、
良
好
な

る
失
業
者
統
計
備
は
る
を
以
て
、

そ
の
賞
施
に
つ
き
て
の
必
要
俊
件
た
ら
し
め
た

h
ご
、
設
〈
も
認
言
に
非
争
、

規
則
立
て
る
失
業
救
済
特
に
失
業
保
険
に
件
ふ
べ
き
、
幾
多
の
問
題
に
闘
し
、
統
計
の
根
擦
に
よ
b
充
分
そ
の
事

情
を
明
か
に
す
る
に
至
ら

F
る
聞
は
、

こ
の
困
難
な
る
範
囲
に
於
て
、
正
常
な
る
方
策
を
後
見
し
得
ぺ
き
に
非

も
た
叉
満
足
な
る
貫
際
的
好
成
績
を
塞
げ
得
ぺ
き
に
非
歩
、
郎
も
失
業
保
険
の
組
織
に
つ
き
で
は
、
各
保
険
に
於

け
る
さ
同
様
、
救
梼
義
務
あ
る
事
件
の
生
起
及
経
過
上
、
個
別
事
件
の
大
量
観
察
に
よ
b
、
明
か
に
さ
る
べ
き
常

例
を
、
統
計
的
に
深
〈
究
明
す
る
を
要
す
。

εの
外
叉
失
業
に
つ
き
て
の
信
頼
し
得
ぺ
き
統
計
の
必
要
は
、
政
治

的
枇
合
的
利
害
の
闘
争
上
、
随
時
世
や
一
脅
か
す
べ
き
失
業
の
程
度
及
性
質
に
つ
き
、
屡
々
不
精
確
及
不
嘗
の
報
告

が
、
種
々
の
業
汲
に
よ
b
提
出
流
布
さ
る
、
の
事
情
に
よ
h
助
勢
せ
ら
れ
た
り
。

右
の
理
由
に
本
づ
き
失
業
者
の
統
計
は
、
逗
時
官
爆
の
失
業
救
済
ぞ

ω必
要
を
増
せ
る
に
つ
れ
、
積
々
に
刷
新

せ
ら
品
、
所
ゐ
り
き
、
現
に
失
業
者
に
闘
す
る
、
本
製
統
計
調
査
を
途
ヤ
る
の
可
龍
ゐ
h
、
叉
諸
救
済
施
設
に
謝

す
る
、
救
済
の
要
求
を
本
ご
し
、
失
業
の
程
度
を
推
断
せ

L
め
得
べ

L
、
さ
れ
ど
目
下
失
業
の
樟
度
及
そ
の
詳

し
き
性
一
質
を
、
統
計
に
古
る
の
方
法
は
、
依
然
ご
し

τε
の
滋
法
不
完
全
だ

h
、
改
良
を
要
す
る
も
の
向
甚
だ
多

諦

央
染
者
統
計
糊
詑

七
七
七

(
第
五
腕

叢

第
二
十
谷

宜
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諭

叢

失
業
者
統
計
概
誼

第
二
十
巻

(
第
五
腕

ノ、
) 

七
七
人

L 
O 

失
業
者
統
計
の
目
的
は
、
失
業
全
般
の
事
賞
に
就
き
て
、
詳
細
な
る
報
告
を
授
け
、
依
b
τ
そ
の
認
識
を
本
己

し
、
失
業
及
そ
の
窮
放
に
謝
す
る
方
策
貫
施
の
た
め
、
有
用
に
し
て
信
積
す
ぺ
き
基
本
を
牧
め
ん
E
す
る
に
ゐ

7
P
パ
イ
ツ
へ
シ
ャ
タ
フ
ン
グ

hzJ
、
ぞ
の
方
策
が
失
業
務
防
に
閲
す
る
ピ
、
(
僻
労
働
市
場
、
崎
労
働
紹
介
、
授
職
、
勢
働
分
配
等
を
、

滑
油

切
に
規
律
す
る
司
}
ご
に
よ
り
)
現
存
失
業
を
抑
制
し
、
毛
の
有
害
な
る
結
果
を
緩
和
す
る
の
方
策
(
失
業
者
救
護
、

失
業
保
険
、
救
急
授
業
等
)
に
関
す
る
芭
は
之
を
問
は
中
。

理
論
上
又
は
賞
際
上
の
理
由
仁
訴
へ
、
失
業
救
済
の
日
的
上
、
最
も
必
要
視
す
ぺ
き
統
計
事
質
は
、
大
館
仁
弐

の
如

L
、
郎
も
第
一
に
長
年
に
亘
る
べ
き
失
業
他
紙
胤
察
を
遂
げ
、
依
り
て
景
気
の
動
格
特
に
経
済
恐
慌
に
よ

り
、
失
業
に
及
は
す
影
響
を
測
定
す
る
の
目
的
を
逮
せ
し
む
べ
し
、
叉
失
業
者
(
失
牧
入
者
)
の
数
は
重
ん
宇
ぺ

〈
、
次
に
失
業
者
て
ふ
祉
命
日
的
特
別
群
に
つ
き
、
そ
の
民
誌
的
及
経
糖
的
一
冗
素
に
よ
る
構
成
を
明
か
に
す
べ
し
、

(
男
女
別
、
年
齢
別
、
配
備
関
係
別
、
所
帯
に
於
け
る
地
位
別
、
職
業
別
及
鴨
業
・
会
失
牧
入
、

一
郁
夫
牧
入
に
闘

す
る
報
告
)
又
失
業
の
紙
綴
期
間
及
原
因
、
失
業
の
諸
期
間
に
挿
ま
る
、
就
職
期
、
失
業
者
の
移
住
.
失
業
の
相

封
的
経
度
(
会
人
口
一
え
は
径
利
能
カ
ゐ
ゐ
人
口
等
吉
の
比
較
上
V

そ
の
他
の
こ
ご
を
示
す
こ
正
、
す
べ

L
(
以
上
失

業
者

ω個
別
人
身
統
計
)
失
業

ω性
質
を
示
す
べ
き
凡
て
是
等
の
特
徴
に
つ
き
九
次
に
そ
の
時
間
的
移
動
を
問
ひ
、



叉
場
所
的
翻
黙
に
よ
り
、
出
来
る
丈
け
詳
細
に
統
計
に
よ
り
究
む
る
の
一
要
ゐ

h
。
叉
人
の
一
図
ご
し
て
の
失
業
者

統
計
に
は
、
失
業
者
救
護
の
北
め
に
支
出
さ
れ
た
る
金
銭
(
失
業
者
救
護
に
よ
る
岡
民
の
負
棺
)
一
般
に
失
業
者
救
済
の
た

奨

め
の
諸
施
設
の
統
計
、
及
そ
の
財
政
の
統
計
に
闘
す
る
叙
設
も
亦
件
は
し
む
ペ
し
。

四

以
上
設
け
る
が
如
き
失
業
者
統
計
の
目
的
を
速
す
る
た
め
、
諸
種
の
試
み
は
行
は
れ
た
る
も
、
ぞ
の
何
れ
も
街

充
分
に
満
足
す
ぺ
き
結
果
を
、
曲
事
げ
た
り
E
す
べ
き
こ
ご
な
し
、
叉
そ
の
何
れ
も
無
保
件
な
る
優
秀
を
、
要
求
す

る
を
得
宇
・
ぞ
の
調
査
の
結
果
は
方
法
異
れ
る
た
め
、
又
親
取
hJ
の
時
黙
を
異
に
す
る
た
め
、
叉
土
牽
に
定
め
た

持
特

る
失
業
の
意
義
を
回
去
に
す
る
花
め
、
全
〈
不
同
な

h
。

最
も
多
〈
採
用
せ
ら
れ
、
叉
現
今
宵
失
業
に
つ
き
て
の
吾
人
の
知
識
に
関
す
る
、
最
も
重
要
な
る
報
告
を
授
〈

可
‘
一
吉
統
計
食
察
方
便
は
、

之
を
失
業
問
題
に
闘
す
る
特
別
(
木
製
)
統
計
調
査
卸
ち
所
謂
失
業
調
査
山
由
日
目
。
=
め
色
合
同
』

O
F
F
-
r
H
U民
自
仙

EZZω
民
聞
の
F
O
K
F円
r
E・z-。一月ロ
N
m

ロニロロ
m
E
H

(
先
業
者
白
調
査
と
す
る
方
、
名
貫
生
に
適
切
な
る
べ
き
も
、
辛
苦
調
の
簡
便

を
期

L
て
、
失
業
調
査
と
呼
ぶ
)

に
求
む
ぺ
し
、
失
業
が
重
税
す
べ
き
程
度
に
逢
せ
る
た
め
、
叉
救
済
施
設
を
設
く
る
の

計
量
ゐ
る
た
め
に
、
特
に
注
目
せ
ら
る
べ
き
一
時
黙
に
於
て
之
を
貫
施
し
得
ぺ
し
、

か
、
る
調
査
は
最
近
放
十
年

の
経
過
中
、
多
数
の
都
市
に
於
て
賞
施
さ
れ
、
屡
々
又
短
か
き
又
は
永
吉
期
間
を
掃
み
て
繰
返
さ
れ
た

h
、
ヲ
ぞ
の

大
部
分
は
都
市
行
政
ぞ
れ
白
檀
調
査
に
嘗
れ
る
も
、
私
的
園
鶴
特
に
努
働
組
合
じ
よ
り
て
も
、
亦
失
業
調
査
行
は

論
い
ド
叢

失
業
者
統
計
概
詑

七
七
丸

『
第
五
鵠

第
二
十
巻

士

Vgl. Morgenroth， a. a. O. ziZek， a目 a.O. 
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論

叢

七
凡

O

れ
し

J 
L 

珍

し
古血

せ業

十室
。持ヨ'"

音十
概
説

Fに
) 

第
二
十
巻

(
第
五
就

は
か
、
る
調
査
を
初
め
た
・
9
、

一
入
入

0
年
代
に

hc
の
端
を
後
す
、
印
も
同
年
代
に
先
づ
瑞
士
の
諸
都
市

濁
逸
に
あ
h
て
は
最
初
の
失
業
調
査
は
、

失
業
に
閲
す
る
最
初
の
公
調
査
は
、

一
人
九

0
年
代
に
個
々
の
市
行
政
に
よ

民
ソ
賞
施
苫
れ
し
も
、
営
時
倫
繰
貼
に
宮
み
た

h
、
突
い
で
今
世
紀
の
初
め
以
来
始
め
て
信
宇
ぺ
き
調
査
は
、
多
数

の
都
市
に
於
て
相
次
い
で
行
は
れ
た
b
‘
郎
も
第
一
に
印
吉
伸
仲
間
号
門
は
一
九

O
二
年
二
月
一
九
日
に
調
査
し
、

ロ円。

mιg
は
同
年
一

O
月
一
二
日
に
、
富
山
立
与
号
聞
は
同
年
二
一
月
七
日
に
調
査
し
た
り
、
濁
逸
諸
都
市
統
計
年

報
巴
EmEZω
昨日目
Z
γ
『
同
『
戸
円
『
巴
E
z
o
F円
山
門
主
門
の
が
そ
の
報
告
に
多
可
せ
る
諸
都
市

(
一
般
的
に
は
人
口
買
高
以
上

白
の
諸
都
市
)

に
つ
き
示
せ
る
所
に
よ
る
に
、

一
九

O
三
乃
至
一
二
年
間
に
穂

τ
一
一
九
回
の
失
業
調
査
行
は
れ
、
而

も
一
九

O
二
一
乃
至
四
年
(
四
月
よ
り
三
月
に
手
。
)
に
は
六
回
、

一
九

O
四
乃
至
五
年
に
は
五
回
、

一
九

O
五
乃
至
六
年

に
は
三
回
、

一
九

O
六
乃
至
七
年
に
は
二
回
、

一
九

O
七
乃
至
入
年
に
は
四
回
な
h
し
も
の
.

一九

O
入
乃
至
九

年
に
は
恐
慌
に
伶
へ
る
大
失
業
に
押
さ
れ
、
四
三
回
も
行
は
れ
た
り
、
突
い
で
一
九

O
九
乃
至
一

O
年
に
調
査
は

復
た
ニ

O
回
に
減
じ
、

九

一
乃
至
二
一
年
に
は
一
五
聞
を
一
不
せ

b
、

一
九
一

O
乃
至
一

一
年
に
は
二
一
回
、

個
々
の
都
市
は
か
、
る
調
査
を
、

一
年
内
仁
数
回
行
ひ
(
屡
々
夏
調
査
及
b
T

調
査
)
或
は
少
〈
ご
も
年
々
一
回
繰
返
し
て

行
へ

b
、
特
に
(
リ
u
r
f
G
E
E
R
s
t
E
m
w
z
z
E
Z同
町
、
口
同
虫
色
m
p
Hり

Z
F
Z片岡

r
回

T
冨
巴
F
E
目
白
同
『
・

持

之

官

調
査
の
範
囲
に
於
て
、
特
に
鋭
意
し
て
従
事
せ
る
諸
都
市
た
b
言。

は
失
業
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諸
都
市
の
R

公
街
調
査
ご
並
び
行
は
れ
た
る
、
惜
労
働
組
合
ゆ
失
業
調
査
は
、

一
入
入

O
年
に
遡
h
て
之
を
尋
ね
得

ぺ
〈
、
叉
幾
多
の
濁
逸
諸
都
市
に
行
一
旦
れ

b
、
き
れ
い
と
中
立
の
役
所
(
そ
の
外
又
之
を
そ
り
抑
制
市
町
粧
計
所
に
求
む
べ
き
や
常
然

な
り
)
が
何
等
閥
奥
す
る
こ
Z
な
〈
、
帥
労
働
組
合
の
み
が
か
、
品
調
査
を
行
へ
る
所
に
て
は
、

そ
の
結
果
の
信
頼
償

佐
多
〈
は
比
械
的
に
砂
か

h
言
、
従
ひ
て
敵
方
よ
ち
信
告
ら
る
、
こ
さ
全
〈
軽
微
な
h
k吉
、
特
に
努
働
組
合
の
同

業
聯
A
官
舎

Eの
E
5
5
E号
が
貫
施
せ
る
移
し
き
調
査
中
、
失
業
保
険
を
興
す
の
基
礎
に
供
せ
ん
ご
せ
る
も
の
は

兎
も
角
、
煽
動
の
致
田
市
を
伴
は
し
め
ん
ご
す
る
が
た
め
に
せ
る
も
の
は
、
懐
疑
を
以
て
号
の
計
数
を
迎
ふ
べ
き
な

事
質
上
著
し
〈
大
な
る
が
た
め
仁
、
そ
は
公
街
の
失
業
制

h
J
、
兎
仁
角
崎
労
働
組
令
に
よ
る
失
業
調
査
の
侠
時
間
は
、

査
に
さ
へ
も
、
屡
々
…
砂
か
ら
F
る
程
度
に
於
て
件
ふ
べ
き
、
誤
謬
源
に
比
す
る
も
倫
一
層
大
な
り
、

一九

O
九
年

二
月
一
六
日
の
伯
林
及
一
九
の
郊
外
町
村
に
於
け
る
都
市
調
査
は
約
二
高
の
失
業
者
を
一
不

L
、

一
九

O
八
年
一
一

月
一
七
日
伯
林
及
四
七
の
郊
外
町
村
に
於
け
る
、
他
の
都
市
調
査
は
約
四
寓

ω
失
業
者
を
示
せ
る
も
、

一
九

O
九

年
伯
林
及
四
四
の
郊
外
町
村
に
つ
き
、
努
働
組
合
の
調
査
ご
し
て
行
は
れ
た
る
も
の
は
、

一
(U
六
千
人
の
失
業
者

を
報
告
し
て
、
特
に
著
名
正
な
れ
り
、
是
等
の
計
数
に
よ
る
に
殆
ん
ど
一
致
せ
る
時
結
に
、
伯
林
に
於

τ遂
げ

ι

れ
た
る
都
市
の
調
査
ご
、
抽
労
働
組
合
の
調
査
ご
の
問
に
大
差
を
示
す
は
、
筏
の
調
査
に
於
け
る
信
頼
回
闇
値
の
程
度

を
、
明
か
に
徴
設
す
る
も
の
な
り
、

九

一
乃
至
二
一
年
に
大
多
数
濁
逸
都
市
に
行
百
一
り
、
杢
濁
逸
土
木
崎
労
働

者
聯
合
曾
巴
号
〉
一
]mmE氏
D
o
p
z
z
n
r
o
F
z
-
r
E
件。2
2
Z
E
が
そ
の
組
合
員
(
約
三
O
商
人
)
に
つ
き
、
土
木
労

日市

議

失
業
者
統
計
概
設

第
二
十
径

(
第
五
日
班

九
) 

士
八



諭

失
業
者
統
計
概
説

七
J、

叢

(
第
五
税

。
) 

第
三
十
巻

働
者
の
組
合
に
於
け
る
、
失
業
救
護
策
開
設
の
土
豪
を
築
〈
仕
め
に
、
行
へ
る
失
業
調
査
は
特
に
注
目
の
値
ゐ

り
。
を
の
外
叉
都
市
に
よ
り
て
は
ぬ
盆
剛
健
に
し
て
、
市
の
調
査
に
類
せ
る
失
業
調
査
を
行
へ
る
も
の
あ

h
.
椴

A
T
ば

F
E
r
p叫
一
戸
山
冨
に
て
は
、
私
立
済
生
曾
本
部
救
急
委
員

ZEω
片山口骨
E
G
R
E
E
宏円

N
g
E
F
E
門司王
E
O

ヰ

T

2
2
2問
。
は
失
業
調
査
を
行
へ
り
。

五

都
市
の
調
査
以
外
に
、
都
市
の
境
域
を
越
へ
、
図
土
全
部
に
及
ぼ
さ
れ
わ
仏
る
失
業
調
査
は
、
起
れ
る
こ
芭
甚
だ

稀
な
h
、
悶
土
全
部
に
一
日
る
か
、
る
調
査
は
、
叉
そ
の
殆
ん
刊
と
全
部
大
多
数
の
都
市
失
業
調
査
Z
同
様
な
る
、

4
J
y
y
z
μ
一ア

車
問
制
調
査
Z
し
て
行
は
れ
歩
、
金
闘
人
口
賞
査
、
職
業
調
査
に
附
帯
せ
ら
れ
た
ち
、
数
例
の
み
を
泉
げ
ん
か
、

備
蘭
西
は
一
八
九
六
年
、

一
年
の
人
口
及
職
業
調
査
に
、
失
業
調
査
を

一
九

O
一年、

一
九

O
六
年
、
及
一
九
一

一
九
二

O
年
一
月
三
一
日
の
人
口
及
職
業
調
査
、
伊
太
利

附
帯
せ
し
め
、
填
地
利
は
一
九

O
O年
の
人
口
質
査
・

は
一
九

O
一
年
の
人
口
賓
査
、
丁
抹
も
一
九

O
一
年
の
人
口
質
査
に
之
を
件
は
し
め
た
h
、
濁
逸
帝
国
に
て
は
一

八
九
石
一
年
六
月
一
四
日
の
会
濁
職
業
及
経
響
調
査
、
並
に
同
年
一
二
月
二
日
の
人
口
賞
査
に
際
し
、
失
業
を
明
炉

に
す
る
た
め
、
宏
汎
な
る
試
み
を
伴
は
し
め
た
り
、

か
〈
て
一
入
九
五
年
は
恰
も
同
年
仁
嘗
ち
し
、

二
大
調
査
に

失
業
調
査
を
件
は
し
む
る
ヨ
』
己
に
よ
b
、
一
長
所
ef
授
け
セ
り
、
郎
も
右
の
仕
方
に
よ
り
夏
季
並
に
冬
季
に
つ
き
、

濁
逸
帝
国
に
於
げ
る
失
業
確
炉
め
ら
阜
、
を
得
、

か
〈
て
大
差
を
一
不
す
こ
己
著
名
な
る
、
夏
季
ご
多
季
Z
の
失
業

Vgl. Morgemoth， a. a. O. S. 112.: Schanz，乱 a.O. S. 198.: ~lzek， a 
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聞
に
於
け
る
、
貴
重
の
比
較
糊
ぞ
途
げ
し
h
u
る
の
長
所
を
授
け
た
り
、
而
し

τ右
帝
閤
調
査
の
結
果
は
、
明

N
お
『
2

に
よ
h
方
法
論
上
よ
ち
す
る
も
亦
貴
重
な
る
、
傑
出

ω手
入
は
加
へ
ら
れ
党

h
。
(ロ
H
o
r
m
E
E
n
Z
E色
E
E
r
o
r

ι
E
E
m
ι
2
宮内
5
2
2
-
7
2
-
p
r
E
W
E
口
。
己
門
官
ロ
言
。
げ
の
m-
出
品
目
【
円
)
人
口
貫
査
叉
は
職
業
調
査
に
附
帯
せ
る
、

失
業
者
の
本
製
統
計
調
査
方
法
は
、
特
殊
の
長
所
を
有
す
、
削
も
会
人
口
に
そ
の
尋
問
を
及
ほ
す
こ
芭
仁
よ
る
、

悉
皆
観
点
目
品
の
長
所
あ
る
も
、
他
面
に
は
著
し
き
映
貼
あ
り
、
比
較
的
に
長
年
月
を
距

τ
、
の
み
調
査
せ
ら
れ
、
而

も
失
業
桝
究
の
た
め
に
は
、
虞
ら
〈
は
杢
〈
通
せ
ぎ
る
時
鮎
に
つ
き

τの
調
査
な
る
ニ
吉
、
人
目
貫
査
又
は
職
業

調
査
に
於
け
る
、
尋
問
事
項
を
一
一
府
加
重
し
て
、
之
を
煩
は
す
べ
き
こ
ピ
、
結
果
の
脅
表
が
像
、
り
に
退
る
べ
き
こ

さ
等
は
然
b
、
特
に
職
業
調
奇
な
き
人
口
貸
査
に
伶
へ
る
失
業
調
査
は
、
就
業
者
に
謝
す
る
失
業
者
の
比
を
、
窺

は
し
め
ぎ
る
の
大
侠
献
を
有
す
、
故
に
職
業
調
査
を
件
は

F
る
失
業
者
の
調
取
り
は
宿
盆
な
ら
歩
、
我
邦
に
於
て

本
年
施
行
古
る
べ
き
簡
易
閥
執
調
査
は
、
職
業
を
ぞ
の
調
賛
事
項
よ
り
除
〈
の
珠
想
を
以
て
、
そ
の
計
査
を
準
め

っ
、
あ
ち
言
、

一
部
の
都
市
所
在
地
に
於
て
新
忙
に
失
業
を
調
査
す
る
が
允
め
に
、
夫
等
の
地
方
に
於
て
は
右
の

設
定
台
裏
切
り
、
職
業
を
も
調
査
す
る
こ
吉
、
す
る
や
、
時
間
た
失
業
者
の
み
を
調
査
す
る
こ
=
、
し
、
そ
の
結
果

の
有
盆
た
ら

F
る
を
忍
ぶ
こ
さ
、
す
る
か
、
嘗
局
の
賢
明
な
る
判
断
に
侯
つ
べ
き
所
、
五
日
人
は
多
大
の
興
味
を
以

て
事
の
成
行
を
傍
凱
せ
ん
ご
す
る
者
な
り
、
ぞ
の
外
人
口
又
は
職
業
の
大
調
査
に
件
へ
る
失
業
調
査
は
、
共
に
常

に
瞬
間
事
相
を
示
す
に
過
ぎ
グ
る
の
無
所
を
有
す
、
失
業
は
大
動
揺
を
-
市
す
ぺ
き
も
の
な
る
を
以
て
、

か
、
る
瞬

1市

業

失
業
名
統
計
概
詑

第
二
十
巻

(
第
五
焼

一) 

七
λ
三



失
業
者
統
計
概
詑

問
調
査
に

τは
足
れ
り
ご
せ
示
、
特
に
地
方
自
治
鵠
は
救
済
策
の
必
要
程
度
を
測
定
し
得
ぺ
き
が
た
め
に
、
割
合

に
多
数
に
起
る
べ
き
失
業
を
、
引
絞
き
知
悉
す
る
の
必
要
を
有
す
叫

前

叢

七
凡
四

(
第
五
掠

第
二
十
巻

) 

ア山
w
s
、4
ト
L
f
i
-
-

濁
逸
一
入
九
五
年
の
二
調
査
に
あ
り
て
は
、
本
業
ご
し
て
様
式
に
記
入
さ
れ
た
る
労
働
者
(
家
内
工
業
努
働
者
及

ス
一
プ
ル

μμ
グ

自
宅
勢
働
者
E
告
む
)
は
、
三
間
的
ち
現
在
勢
働
(
職
)
に
就
け
る
か
、
然
ら
4
y
Z
せ
ば
幾
何
日
数
来
勢
働
(
職
)
を
離
る

、
か
、
勢
働
(
職
)
に
降
る
、
は
一
時
的
勢
働
無
能
力
の
た
め
か
ご
の
問
に
、
匁
円
ふ
べ
き
も
ぬ
さ

L
、
而
し
て
固
有

の
本
業
な
き
家
婦
、
帝
国
支
1
7
岡
及
地
方
自
治
髄
金
庫
よ
b
、
年
金
を
受
〈
る
役
人
及
軍
人
、
並
に
そ
の
寡
婦
、

廃
疾
年
金
受
有
者
、
傷
害
年
金
受
有
者
中
永
綴
的
会
営
利
無
能
力
の
た
め
仁
奥
へ
ら
る
、
者
、
ヲ
ぞ
の
他
の
永
績
的

且
百
利
無
能
力
者
に
つ
き
て
は
、
何
等
の
記
入
を
な
す
べ
か
ら
A
r
t
せ
り
、
賃
銀
を
得
崎
労
働
に
常
れ
る
者
は
、

そ
の

賃
傭
吠
態
持
暗
闘
す
る
聞
は
、
凡
て
叫
労
働
及
職
に
あ
る
者
芭
踊
る
ぺ
〈
、
特
に
疾
病
は
一
時
的
勢
働
無
施
カ
の
紋
態

視
す
ぺ

L
Z
せ
り
、
右
設
問
の
答
に
は
諜
謬
な
じ
ピ
せ
守
、

そ
の
調
査
の
快
貼
は
挫
し
ご
せ
ゲ
り
き
‘

一
例
の
み

を
翠
げ
ん
か
、

ぞ
の
調
査
上
意
味
せ
る
が
如
き
失
業
統
念
は
、
屡
々
正
賞
に
了
解
き
れ

F
り
き
、
印
も
叫
労
働
者
に

限
り
叉
職
に
離
れ
屠
る
際
に
限
り
、
右
の
問
に
答
ふ
ぺ
〈
、
失
業
視
さ
る
ぺ
き
筈
な
b
L
に
、
此
部
類
に
・
属
せ

F

る
者
に
し
て
、
記
入
せ
る
者
紗
か
ら

F
り
き
、
俄
令
従
来
一
腔
主
た
り
又
は
濁
立
た
り
し
に
、
現
布
労
働
を
求
む
る

者
、
従
ひ

τ初
め
て
持
冊
一
者
た
ら
ん
ご
欲
せ
し
者
は
然
h
、
記
入
せ
る
他
の
人
々
中
に
は
、

一
職
業
準
備
中
な
る

者
ゐ
ム
リ
、
叉
猫
立
せ
ん
さ

L
又
少
女
の
如
き
結
婚
せ
ん
さ
せ
る
が
た
め
に
、
そ
の
職
業
を
止
め
た
る
者
も
あ
り
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き
、
兵
役
服
役
期
中
を
失
業
期
調
す
〈
し
言
、
信
じ
た
る
者
も
砂
か
ら
F
り
き
、
来
住
し
来
れ
る
多
数
人
に

z
h

て
は
、
来
何
も
亦
地
位
の
喪
失
を
意
味
し
、
後
日
に
至
り
異
質
の
失
業
を
生
じ
た
り
し
な
ら
ん
も
、
調
査
上
今
や

之
を
算
人
L
得
ぺ
き
に
非
h
き
、
叉
記
入
せ
る
者
の
中
に
は
、
雇
傭
関
係
会
く
解
消
3
れ
た
る
に
非
中
、
賜
暇
叉

は
休
暇
中
に
あ
h
ノ
、
従
ひ
て
現
在
職
に
鴬
ら
。
さ
る
も
、
失
業
芭
は
な
し
得

F
る
に
拘
は
ら
十
、
白
か
ら
失
業
規
せ

る
者
も
あ
・
り
き
、
規
則
正
し
き
崎
労
働
者
た
ら
F
る
人
々
、
俄
A

ザ
は
随
時
家
業
の
手
助
り
に
営
れ
る
娘
、
義
務
準
齢

中
の
子
供
は
、
勢
働
者

t
L
て
数
ふ
ぺ
き
か
に
就
き
、
困
難
を
生
じ
た
り
、

一
一
府
多
〈
不
確
賓
を
生
み
し
は
、
勢

働
を
欲
せ
.3
る
人
々
の
群
、
詳
言
す
れ
ば
乞
食
、
嫌
労
者
、
浮
浪
人
、
妾
、
責
淫
婦
、
男
娼
F
E
U
等
の
群
な
b

き
、
巌
密
に
議
す
れ
ば
是
等
は
全
く
柑
労
働
者
た
ら

F
る
も
、

M
W
 

之
を
限
定
す
る
は
甚

r困
難
な
h
o

濁
逸
に

τは
一
八
九
五
年
来
失
業
者
の
、
新

ιじ
き
会
園
調
査
は
最
早
試
み
ら
れ
守
、

一
九

O
七
年
の
職
業
調

査
に
あ
り
て
は
、
回
日
記
ロ
之
を
併
せ
調
査
せ
h
、

一
九
一

O
年
に
は
普
園
統
計
局
は
、
失
業
に
関
す
る
閲
を
捕

者
特

む
こ
ど
を
、
地
方
爆
に
謝
し
て
き
へ
も
除
か
し
む
る
こ
吉
、
し
た
り
。
此
皮
質
た
る
本
邦
統
計
の
嘗
局
者
ご
し

τ

も
、
大
に
玩
味
さ
れ
ん
こ
ピ
を
切
望
せ
宇
ん
ば
非
る
な
り
。

六

固
有
の
失
業
調
査
に
濁
し
、
失
業
に
閲
す
る
他
の
調
査
視
す
ぺ
き
も
の
は
、
第
一
に
多
〈
の
闘
に
て
課
税
の
目

ベ恥
p
y
E
予
シ
ス
タ
V
グ
ア

-vフ
ナ
Z
メ
ン

的
上
、
年
身
又
は
二
年
毎
に
賞
施
せ
ら
る
べ
き
、
納
税
人
員
調
査
に
際
し
て
行
は
れ
、
固
有
の
失
業
調
査
に

論

叢

七
λ
五

失
業
者
統
計
概
説

第
二
十
巻

(
第
五
日
明

) 
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設

[g 
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七
八
六

失
業
者
統
計
概
説

(
第
五
焼

第
二
十
容

可
な

h
比
肩
せ
ら
る
べ
き
、
失
業
者
の
調
査
な
与
、
多
〈
の
支
R
T
闘
税
法
促
ム
ザ
ば
普
同
所
得
税
法
は
、
官
騰
の
要

求
あ
ら
ば
、
勢
働
者
に
支
梯
は
れ
た
る
賃
銀
を
報
告
す
る
の
義
務
を
、
雇
宅
に
負
は

L
む
、
従
ひ
て
雇
主
の
身
分

及
住
所
に
閲
す
る
、

一
尋
問
事
項
を
設
〈
ぺ
き
や
明
か
な
り
、
之
が
た
め
に
失
業
者
を
明
か
に
し
得
ぺ
き
を
以

て
、
次
い
で
本
人
へ
の
再
尋
問
に
よ
り
、
必
要
な
る
個
別
報
告
を
牧
め
、
材
料
を
確
賞
に
整
は
し
む
、
此
方
法
は

一
九

O
二
年
初
め
て
名
目
白
H
P
E
に
よ
り
巴
月
包

2
に
行
は
れ
た
り
、
出
口
一
円
。
即

[JJ 

及
同
町
ι
2
『
に
て
は
、

九
O
入
年
結
果
を
急
ぎ
、
後
円
査
定
を
略
せ
る
よ
り
、
材
料
の
信
積
債
備
を
大
に
殺
ぎ
た
h
、
叉
こ
の
方
法
は
錯

M
T
 

遜
王
園
統
計
に
あ

h
て
は
、
失
業
率
の
年
々
の
査
定
に
利
用
き
る
、
所
な
り
。
容
に
一
九
一
O
乃
さ
丸
一
一
-
一
年
中
)

七

失
業
に
関
す
る
知
見
Z
し
て
、

一
府
重
要
な
る
材
料
た

h
、
加
之
部
分
的
に
は
失
業
者
救
済
の
た
め
に
、
最
良

の
基
本
を
授
く
る
も
の
に
、
失
業
者
統
計
の
他
の
諸
支
流
あ
h
o
此
鮎
に
つ
き
第
一
位
に
考
察
す
吋
き
は
、
労
働

市
場
、
第
働
紹
介
所
、
そ
の
他
の
労
働
媒
介
所
の
統
計
、
庚
義
に
よ
り

τは
叉
経
済
的
景
気
統
計
中
に
宿
さ
る

、
、
貴
重
の
統
計
的
説
示
な

b
、
是
等
の
統
計
は
直
接
に
失
業
を
示
す
こ
古
な
〈
し
て
、
寧
γ

ろ
勢
働
に
封
す
る
需

用
、
努
働
の
供
給
、
就
職
、
授
職
程
度
そ
の
他
同
様
な
る
こ

Z
を
、
計
数
に
照
す
べ
き
も
、

そ
の
時
間
的
動
揺
の

上
に
於
て
、
失
業
の
増
減
を
認
識
せ
し
む
べ
し
、
就
中
勢
働
紹
介
統
計
が
随
次
現
存
求
職
者
(
地
位
競
争
岩
)
教
を
一
不

す
程
度
内
に
於

τは
、
失
業
に
閲
す
る
特
殊
の
一
知
見
之
に
よ
り
授
げ
ら
る
、
唯
多
〈
の
失
業
者
は
同
時
に
、
数
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崎
労
働
紹
介
所
に
申
込
む
こ
芭
も
あ
り
、
又
一
切
の
求
職
者
は
必
A
Y
し
も
失
業
た
ら
歩
、
俄
A

ザ
ば
草
に
他
の
地
位
を

望
む
に
過
ぎ
ま
る
者
、
特
に
僕
稗
中
仁
砂
か
ら
す
、
之
が
た
め
に
失
業
者
の
数
を
増
大
せ
し
h
u

ぺ
き
Z
共
に
、
他

の
一
面
失
業
者
の
会
部
が
、
融
労
働
紹
令
所
の
門
を
浴
る
ご
す
べ
き
こ

Z
な
し
、
特
仁
不
況
の
際
仁
は
唯
さ
へ
、
候

員
の
僅
な
る
傭
ひ
口
も
持
合
せ
な
き
、
勢
働
紹
介
所
に
そ
の
足
を
漣
ば
、
苫
る
失
業
者
鮮
か
ら
争
、
而
も
亦
比
較
研

ア
ル
パ
司
令
ヅ
エ
ム
テ
山
戸

ν

究
の
特
殊
一
標
準
は
、
依
然
ざ
し
て
之
に
よ
り
授
り
ら
る
、
加
之
勢
働
紹
介
所
特
に
又
市
立
叫
労
働
局
に
於
て

傍
ま
る
、
統
計
は
、
有
用
失
業
統
計
綿
製
の
目
的
上
、
倫
著
L
〈
刷
新
せ
ら
る
、
を
得
ぺ
し
、
郎
も
カ

1
V
式
の

仕
組
を
用
ゐ
、
之
を
助
け
さ
し
て
勢
働
局
に
申
出
で
た
る
、
各
勢
働
者
に
就
き
継
僚
的
に
録
取
す
る
こ
さ
、
恨
ム
ザ

ば

Z
E
n
r
g
の
市
立
帥
労
働
局
に
於
て
、
近
年
初
め
ら
れ
セ
る
が
如
く
す
る
芭
き
は
、
長
年
の
観
察
を
綴
〈
る
ニ
ピ

に
よ
り
、
失
業
の
織
績
期
間
及
移
動
に
つ
き
、
甚
だ
有
用
な
る
材
料
を
得
せ
し
む
べ
き
や
確
か
な
h
ノ
、
又
濁
逸
の

ヒ
w
a
p
d
T

勢
働
紹
介
統
計
は
近
年
に
至

h
、
試
験
調
査
日
の
調
査
に
際
L
、
求
職
者
中
の
幾
何
が
失
業
党
る
か
、
幾
何
が
杢

失
牧
入
者
ご
し
て
、
公
金
よ
h
救
護
を
受
〈
る
か
を
示
す
こ
芭
に
よ
り
、
失
業
統
計
の
意
味
上
修
補
せ
ら
れ
た
り
、

こ
の
改
正
に
よ
り
失
業
者
及
会
失
牧
入
者
の
、
諸
業
に
於
け
る
分
配
を
、
明
か
に
し
得
べ
き
こ
吉
、
な
れ
ち
。
吾

人
は
本
邦
に
於
て
失
業
調
査
計
書
せ
ら
れ
た
る
を
機
曾
ご
し
、
本
邦
職
業
紹
介
の
統
計
も
亦
統
計
局
の
手
に
よ

hJ
、
相
官
な
る
整
理
刷
新
加
へ
ら
れ
、
そ
の
結
果
が
同
局
定
期
刊
行
書
、
特
に
統
計
年
鑑
に
紹
介
せ
ら
る
、
仁
至

ら
ん
こ
ご
を
、
切
望
せ
A
Y
ん
ば
非
中
。

失
業
者
統
計
概
設

首肯

護

第
一
十
巻

(
第
五
抗

王
) 

v
L
-
ヘ
レ
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一
，
一
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論

(
第
五
競

"-F、
) 

七
八

λ

失
業
者
統
計
概
説

失
業
統
計
の
他
の
重
要
な
る
作
製
所
ご
し
て
閑
は
る
べ
き
は
、
疾
病
余
庫
の
報
告
な
り
、
労
働
市
場
認
識
の
兆

叢

第
二
十
巻

候
的
方
使
に
し
て
、
叉
可
な
b
迅
速
に
そ
の
消
長
を
反
映
せ
し
む
ぺ
き
も
の
ご

L
τ
、
勢
働
紹
介
の
統
計
ご
共
に

重
ん
や
べ
し
、
郎
ち
濁
逸
の
例
に
よ
る
に
、

一
般
的
に
は
雇
主
は
一
公
設
疾
病
舎
庫
。
号
占

E
P日
巳
豆
島
2
ロ
rgE

-
S
E
E
に
封
し
、
保
険
義
務
あ
る
各
人
に
つ
き
、
就
職
の
初
め
よ
り
議
く
も
三
日
内
に
届
出
で
、
職
を
罷
め
た
る

時
も
そ
の
後
遅
〈
も
三
日
内
に
、
届
出
づ
る
の
要
ゐ
h
J
、
従
ひ
て
保
険
義
務
あ
る
者
の
移
動
に
よ
り
、
幾
何
の
人

新
た
に
賃
傭
紋
態
に
つ
き
、
幾
何
人
が
そ
の
地
位
を
失
へ
る
か
を
察
知
し
得
べ
し
、
死
巳
等
に
よ
る
減
員
は
そ
の

数
を
棄
す
べ
く
、
叉
笹
利
能
力
な
き
病
者
は
、
現
在
職
に
就
か

5
る
を
以
て
、
義
務
保
険
組
合
員
の
数
よ
り
引
去

る
を
可
ご
す
、
又
任
意
の
被
保
険
者
は
、
通
常
最
早
一
地
位
を
占
h
u

る
こ
さ
な
吉
者
ご
し

τ、
計
数
に
加
へ
庁
、
る

こ
正
、
す
ぺ
〈
、
叉
任
意
共
漉
組
合
の
組
合
員
は
、
一
屡
々
加
増
保
険
た
り
、
従
ひ
て
重
複
調
査
の
結
果
を
生
十
ぺ

き
を
以

τ、
之
を
不
問
に
付
す
る
を
可
ご
す
。
夫
れ
失
業
を
総
績
的
に
確
賞
に
察
取
す
る
の
問
題
は
、
可
な
り
困

難
ど
す
べ
き
所
な
る
も
、
濁
逸
に
て
は
疾
病
保
険
に
よ
り
授
り
ら
る
、
材
料
を
、
一
真
に
刷
新
す
る
所
ゐ
ら
ば
、
そ

の
目
的
に
協
は
し
な
る
の
捷
径
た
ら
ん
ご
せ
ら
る
よ
守
宅
。
Z

N
晶

司

円

S
F
E
Z
E
3
5
0
E
F
E
n
g
g
m
0・
3
2
4
E

に
於
け
る
日
-Z任
命
日
の
提
議
事
問
)
死
己
に
よ
る
撹
酬
舶
は
地
方
的
に
は
、
身
分
譲
記
所
へ
の
届
出
を
借
り
て
之
を
除
、
さ

E 
Q唱。
7 車専
1二 I也
司T 1:1. 

F 住

:E 
JlJT 'iIl 
Jよ 所
り A

O持の
屑
出

よ
り

之
を
確
か
め
得
べ
し
、
そ
は
現
に

冨
釦
向
山
内
『
己

mu
〉

R
r
p

得
ぺ
(
、
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そ
の
外
品
問
救
貧
統
計
そ
の
他
倒
々
の
他
の
統
計
は
、
失
業
の
特
殊
特
徴
認
識
の
可
龍
を
授
〈
、
貧
困
事
例
の
一

部
は
、
質
に
失
業
に
よ
り
惹
起
さ
る
れ
ば
な
り
。

突
に
倫
失
業
に
開

L
遜
か
に
確
賞
叉
貴
重
な
る
報
告
は
、
個
々
の
勢
働
組
令
聯
合
曾
に
て
失
業
芭
な
れ
る
者
、

及
そ
の
開
館
に
よ
b
救
護
さ
れ
た
る
失
業
者
に
閥
し
、
勢
働
組
合
が
報
告
す
る
所
仁
之
を
求
h
u
べ
L
、
何
れ
仁
し

て
も
そ
の
周
慢
に
よ
り
、
救
護
を
受
〈
る
者
は
、
悉
〈
確
賓
に
之
を
知
悉
す
べ
き
の
み
な
ら
す
、
そ
の
外
叉
通
常

そ
の
救
護
令
受
付
ぎ
る
失
業
組
合
員
を
も
知
る
、
勢
働
組
合
後
達

L
、
失
業
保
険
的
範
園
日
於
け
る
、
之
が
行
動

を
冊
唱
す
さ
共
に
、
右
の
統
計
は
叉
引
綴
き
改
善
苫
る
、
所
あ
る
ぺ
し
、
失
業
統
計
の
ぞ
の
他
の
諸
報
告
に
比
し
、

之
が
一
大
長
所
正
す
べ
き
黙
は
、
ぞ
の
一
統
計
が
失
業
せ
る
組
合
員
の
教
に
つ
き
て
の
み
な
ら
す
、
失
業
の
総
績
期

関
及
移
動
、
並
に
失
業
者
に
劃
し
支
出
せ
る
救
護
額
に
つ
き
て
も
、
報
告
を
授
〈
る
に
あ
り
、
今
般
h
に
統
計
を

根
擁
ざ
し
て
、
失
業
者
諸
救
護
策
の
費
用
ヤ
算
出
し
、
ヌ
は
各
職
業
に
於
げ
る
失
業
の
危
険
を
、
精
密
に
測
定
す

べ
き
こ
記
、
せ
ん
か
、
融
労
働
組
合
の
統
計
は
、
(
儲
切
に
中
な
温
ぎ
た
る
計
乎
乞
、
士
嘉
と
せ
る
も
の
た
ら
ま
る
限
り
)

失
業
調
査

に
比
し
一
層
良
好
な
る
材
料
を
授
(
、
そ
の
こ
ご
た
る
特
に
般
令
ば
冨

5
0
r
g
に
於
け
る
が
如
〈
、
券
働
組
合
に

総
勢
働
岩
中
の
大
部
分
を
、
羅
致
せ
る
諸
都
市
に
あ
り
て
は
然
り
、

古
れ

y
叉
一
府
大
な
る
地
域
に
豆
b
、
諸
聯

合
曾
の
報
告
を
ι

総
括
す
る
こ
己
に
よ
り
て
も
、
ト
相
の
統
計
は
極
め

τ貴
重
な
る
材
料
を
授
り
符
ぺ
し
、
従
ひ
て
猫

逸
に
つ
き
で
は
一
九

O
三
年
七
月
以
来
、
毎
月
帝
国
統
計
(
初
め
は
統
計
局
傍
働
統
制
訂
部
に
よ
り
、
会
民
世
働
紹
介
尉

E
Z自
己

前

書聖

K
A
業
者
統
計
概
説

第
二
十
巻

(
第
五
慌

t 
) 

七
八
vλ



論

守聖

失
業
者
統
計
概
詑

第
二
十
巻

(
第
五
競

七
九
O

y、
} 

出
町
旨
耳
目
Z
Z
E
E
-
E加
に
よ
る
)
は
努
働
組
合
同
業
聯
合
曾
に
於
け
る
、
失
業
に
つ
き
て
の
か
、
る
総
括
を
、
勢
働
一
公

報
知

n
r
r
E吋『
E
E
E
U拝
及
枇
労
働
市
場
日
常
報
〉
円
E
H
m
E
里
広
告
N

世
間
耳
並
に
潤
逸
統
計
四
季
報
に
接
表
し
、
言
。
以

前
上
り
存
在
し
た
る
英
、
醐
及
白
の
統
計
を
模
範
と
す
)
そ
の
摘
要
は
濁
逸
岡
統
計
年
鑑
に
も
一
不
き
る
、
あ
ら
ゆ
る
職
業
中
崎
労
働

組
合
。
組
織
あ
る
も
の
な
る
限
り
、
右
の
↓
公
報
に
つ
き
失
業
の
移
動
を
尋
ね
得
〈

L
、
唯
忘
る
ぺ
か
ら

F
る
は
、

園
館
組
織
を
有
す
る
労
働
者
が
、
少
数
を
占
め
、
失
業
に
曝
さ
る
、
こ
Z
砂
吉
、
良
抽
労
働
者
を
代
表
す
る
こ
正
、

フ、

4
エ
ル

uub
テ
シ

休
業
組
山
配
置
、
労
働
時
間
短
縮
に
よ
hJ
、
惹
起
さ
れ
た
る
仕
事
減
少
、
従
ひ
て
一
部
失
業
を
そ
の
統
計
に
問

幹

は
ぎ
る
こ
芭
な
h
。

失
業
を
測
る
の
標
準
Z
し
て
最
も
重
要
な
る
は
、
報
告
せ
る
聯
合
曾
所
属
の
組
合
員
線
数
に
劃
す
る
、
失
業
者

の
百
分
比
を
、
定
期
に
繰
返
さ
る
ぺ
き
試
験
調
査
目
、
般
A

ザ
ば
濁
逸
統
計
に
d

し
は
毎
月
の
最
終
週
末
日
に
於
け

る
、
股
況
に
よ
h
示
せ
る
も
の
に
あ
り
、
(
工
業
の
純
類
易
相
令
官
に
よ
り
で
は
、
男
女
別
に
分
ち
で
一
市
す
も
O

あ
り
)
且
叉
特
定
の

期
間
(
位
令
ば
四
季
別
)
に
つ
き
、
聯
合
組
合
員
毎
百
人
に
つ
き
、
失
業
幾
何
件
数
に
常
る
か
を
算
定
す
、
之
に
あ
り

て
は
ぞ

ω期
間
経
過
中
、
同
人
が
数
回
失
業
せ
る
際
に
も
、
数
回
ご
し
て
之
を
敷
ふ
、

さ
れ
Y
」
失
業
の
程
度
は

失
業
者
の
致
、
及
失
業
件
数
に
よ
り
決
せ
ら
る
、
の
み
な
ら
守
、
失
業
者
の
失
職
期
間
に
よ
b
て
も
左
右
古
る
、

こ
の
事
情
あ
る
た
め
、
英
園
職
工
組
合
の
救
護
施
設
営
土
豪
ご
せ
る
、
左
記
計
数
に
つ
き
特
に
興
味
を
引
〈
、
郎

も
同
国
組
合
員
総
数
に
比
し
、
救
護
又
は
資
産
分
奥
を
受
け
た
る
失
業
者
は
次
の
如
し
。
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一
八
七
O
I
l
-
七
九
年

=
7
A
三
河

一
八

λ
0
|
|八
九
年

E
・五
λ

h

q

一
八
九

0
1
i九
九
年

一
六

o
o
-
-
O九
年

四
・
四
回
h
q

E
・
ニ
九
ゲ

右
の
計
数
に
は
会
〈
比
較
遁
性
な
し
、
蓋

L
職
工
組
合
の
救
護
期
聞
は
、
前
後
一
様
な
ら
ゴ

h
L
Z
共
に
、
時

を
緩
る
に
従
ひ
、
粧
品
官
制
限
は
解
一
一
展
の
代
、
り
に
、
大
に
重
き
を
な
す
に
至
り
じ
を
以
て
な
り
、

か
〈
て
失
業
の
程

度
に
つ
き
号
の
特
色
を
最
も
よ
〈
現
は
さ
ん
ご
せ
ば
、
組
合
員
た
る
日
数
又
は
可
能
労
働
日
教
に
謝
す
る
、
失
業

日
数
の
比
に
よ
る
こ
ご
、
す
べ

L
、
濁
泡
の
統
計
は
別
に
又
失
業
の
卒
均
植
地
綴
期
聞
を
、
日
教
に
よ
り
て
報
告

し、

ι、
の
外
失
業
せ
る
聯
合
組
合
員
の
幾
割
が
、
聯
A
官
舎
よ

-o救
護
を
受
り
L
か
を
も
示
し
、
労
働
組
合
の
金
銭

的
給
付
の
統
計
を
も
示
す
n

近
年
に
至
り
同
業
聯
合
舎
は
、
男
女
一
知
時
間
勢
働
者
の
教
を
も
報
告
す
る
ニ
吉
、
な

品
官

、
昔
、
か
〈
て
全
失
業
の
外
、
短
時
間
時
労
働
も
亦
統
計
に
表
章
せ
ら
る
、
こ
吉
、
な
れ

b
。

職
員
組
合
聯
合
曾
に
於
け
る
失
職
は
、
四
季
毎
に
察
取
せ
ら
る
、
の
み
な

h
、
そ

ω
統
計
は
毎
季
に
於
け
る
失

業
の
件
数
、
及
各
月
末
日
に
於
け
る
失
職
者
が
、
失
職
者
救
護
請
求
資
格
あ
る
人
員
百
に
つ
き
、
幾
何
に
営
る
か

vrur 

を
算
定
す
、
被
救
護
者
の
失
職
日
数
及
救
護
日
数
、
支
出
苫
れ
た
る
救
護
額
の
報
告
も
亦
そ
の
中
に
合
ま
る
。

勢
働
組
合
経
替
の
失
業
救
済
施
設
に
よ
る
、
経
験
に
於
げ
る
芭
同
様
、
都
市
是
の
他
の
救
済
施
設
又
は
失
業
保

険
所
の
報
告
中
に
も
、
亦
極
め
て
貴
重
な
る
統
計
材
料
は
、
常
然
時
を
経
る
に
従
ひ
て
積
ま
る
ぺ
じ
、
現
に
圏
直
宮

司有

護

先
業
者
斑
計
榔
詑

第
二
十
巻

ブL
) 

(
第
五
韓

七
九
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失
業
者
統
計
概
設

義
務
失
業
保
険
を
有
す
る
諸
国
に

τは
、
失
業
者
数
に
閲
す
る
材
料
は
、
無
理
や
り
に
成
立
す
、
失
業
者
に
封
L

論

叢

第
一
一
十
巻

(
第
五
捜

O 
) 

じ
九

ー
は
現
に
一
定
の
給
付
を
行
へ
ば
な
り
、
掴
判
逸
閣
は
宵
未
だ
失
業
保
険
を
宥
サ
ゴ
る
も
、
世
界
戦
母
ゐ
末
期
に
新

Z
L
W
砂
Z

崎市
J
4
A

ロ
'
ぜ
リ
F
7邑
t
w
ゾ
ル
デ

設
せ
る
、
失
牧

J

十
人
者
救
済
制
あ
り
・
失
牧
入
者
救
護
金
を
奥
ふ
、
(
之
世
話
帆
入
者
保
険
に
塑
ら
し
む
る
は
、
望
室
し
き
こ

止
に
て
又
そ
の
計
聾
あ
り
)

h

r

〈
て
失
牧
入
者
統
計
は
此
施
設
に
本
づ
き
て
成
立
す
、
そ
の
一
統
計
は
本
救
護
金
受
取
人
、

加
増
救
護
命
受
取
人
(
救
護
請
求
賓
格
あ
る
家
旗
)
ご
を
分
つ
、
そ
の
蛍
初
会
失
枚
入
者
の
み
を
悶
ひ
し
も
、

九

年一

O
月
一
日
以
来
救
護
さ
れ
た
る
失
一
部
牧
入
者
を
も
、
亦
そ
の
計
数
中
に
入
る
、
こ
さ
、
せ

h
、
男
女
別
に

分
た
れ
、
毎
月
一
日
に
は
人
口
毎
千
に
つ
き
、
本
救
護
金
受
取
人
及
加
増
一
救
護
金
受
取
人
幾
人
に
嘗
る
か
を
、
規

則
正
し
〈
算
定
す
、
長
期
換
言
す
れ
ば
六
ヶ
月
以
上
に
豆
り
、
失
牧
入
者
救
護
を
受
〈
る
者
の
特
別
統
計
も
作
製

せ
ら
る
、
支
給
さ
れ
た
る
救
護
金
額
、
卸
も
右
失
牧
入
者
救
護
に
関
す
る
経
費
も
亦
察
取
叙
説
せ
ら
る
、

か
〈

τ

失
枚
入
者
統
計
は
、
今
や
濁
逸
に
あ
ち
て
は
失
業
の
最
も
該
括
的
な
る
統
計
を
代
表
す
、
唯
そ
の
統
計
は
複
製
統

計
た
る
性
質
上
、
救
護
金
請
求
に
閲
す
る
規
定
に
よ
り

τ左
右
せ
ら
る
、
現
に
全
園
の
材
料
を
掲
ヤ
る
抽
労
働
公
報

は
、
ぞ
の
計
数
が
失
業
者
中
の
一
小
部
分
を
合
む
の
み
に
し
て
、
多
数
の
短
時
間
勢
働
者
及
一
時
的
に
諸
救
急
施

モ
t
ナ
『
ア
ι
1
7
2ア

設
に
紹
介
せ
ら
れ
た
る
、
失
業
者
を
合
ま
ざ
る
こ
ご
を
、
何
時
も
注
意
す
、
濁
逸
都
市
月
報
は
各
都
市
に
開

説
守

す
る
、
失
牧
入
者
統
計
材
料
を
掲
「
。

以
上
遇
、
~
し
所
に
よ
り
失
業
者
の
特
殊
救
済
施
設
に
つ
き
て
は
説
り
り
、
そ
の
外
統
計
は
般
A
T
ば
特
に
個
別
の
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都
市
に
よ
り
、
失
業
緩
和
の
た
め
に
興
古
る
、
救
急
授
業
を
明
か
に
す
べ

L
(組
合
都
市
統
計
に
よ
る
)
散
在
せ
る
地
方

的
救
急
授
業
に
つ
き

τは
、
今
や
失
牧
入
者
授
産
救
済
制
甲
包
己
主
5
H
W
2
2
E
C
ω
自
B
E
R
m
m
興
さ
れ
、
多
数

の
失
股
入
者
は
諸
救
急
策
を
施
き
る
、
た
め
に
、
之
に
よ
り
股
容
せ
ら
る
。
(
捗
働
時
報
に
締
績
し
て
報
告
さ
る
)
そ
の
外

叉
般
ム
ザ
ば
物
ロ
聞
給
輿
所
及
労
働
者
殖
民
地
(
生
取
入
の
拡
り
勢
働
者
収
響
。
た
め
の
)
の
材
料
も
問
は
る
べ
し
、
之
に
つ
き
て

持

は
椴
A

ザ
ば
普
園
統
計
年
鑑
を
塞
照
す
ぺ
し
。

八

屡
々
失
業
統
計
の
大
根
源
減
せ
ら
る
、
、
失
業
調
査
の
療
値
に
開
L
一
ー
は
、
之
を
誇
張
す
べ
き
に
非
す
、
卸
も

失
業
調
査
は
如
何
な
る
形
式
に
よ
b
、
メ
如
何
な
る
方
面
よ
り
寅
施
せ
ら
る
、
を
問
は
す
、
之
に
非
常
な
る
困
難

を
件
ふ
を
以

τ、
た
め
仁
調
査
の
結
果
は
毛
の
信
頼
債
備
を
損
は
る
べ
く
、
そ
は
そ
の
調
査
の
遂
行
に
、
用
意
及

慎
慮
を
注
〈
こ
正
、
軽
微
な
る
に
従
ひ
て
愈
々
甚

ιか
る
べ

L
、
多
『
の
外
叉
失
業
調
査
に
よ
れ
ば
、
議
重
要
結
椴

A
T
ば
失
業
者
の
致
、

z
の
男
女
別
、
年
齢
別
、
院
偶
関
係
別
、
職
業
別
等
に
つ
旨
て
は
、
良
知
見
を
授
け
得
べ
〈
、

ヌ
監
督
充
分
に
行
周
か
ば
、
失
業
の
原
因
を
も
亦
大
慢
に
遁
切
に
示
し
得
べ
き
も
、
失
業
の
相
艶
的
程
度
、
失
業

の
持
績
期
間
及
そ
の
移
動
に
つ
き
て
は
、
略
言
す
れ
ば
失
業
救
済
の
組
織
を
立
つ
る
の
目
的
上
、
極
め

t
重
要
な

る
三
貼
に
つ
き
て
は
、

不
充
分
な
る
知
見
を
授
け
得
る
に
過
ぎ
守
、
特
に
特
定
の
一
日
に
於
げ
る
失
業

ω、
瞬
間

事
相
丈
り
を
反
映
せ
L
む
べ
き
、
あ
ら
ゆ
る
調
査
の
快
黙
は
、
失
業
調
査
に
件
ふ
べ
し
、
従
ひ
て
失
業
調
査
に
よ

諭

撃

仲
買
業
者
統
計
脱
殻

ー
) 

(
部
五
騨

第
二
十
巻

七
丸
=
一
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調

叢

七
九
四

央
業
者
植
計
概
説

第
二
十
巻

(
第
五
現

) 

り
一
大
利
盆
を
牧
め
ん
さ
欲
せ
ば
、
年
々
又
は
一
年
の
経
過
巾
に
℃
も
季
節
を
異
に
し
て
数
回
、
之
を
繰
返
す
の

要
ゐ
'
り
、

さ
れ
ど
そ
は
大
経
費
を
伴
ふ
の
み
な
ら
守
、
闘
民
に
重
大
の
煩
累
を
及
ぼ
す
べ
き
所
な
旬
、
加
之
頻
繁

に
繰
返
す
こ
吉
、
し
て
も
、
サ
程
多
〈
は
刺
せ

F
る
べ
し
、
差

L
勢
働
市
場
の
扶
況
に
於
り
る
動
揺
は
、
屡
々
梅

め
て
迅
速
に
起
る
を
以
て
、
失
業
調
査
の
結
果
は
、
調
査
日
の
選
出
押
如
何
に
よ
り
、
著
し
〈
左
右
さ
る
日
、
〈
、
叉

季
節
、
天
候
そ
の
他
の
議
事
情
に
よ

h
、
失
業
者
の
増
蹴
を
曇
す
べ
き
を
以
て
な

h
時

そ
の
外
叉
考
察
す
べ
き
は
、

一
調
査
に
よ
り
失
業
者
数
を
、
完
全
に
洩
れ
な
〈
鵡
取
る
り
目
的
は
、
失
業
調
査

を
草
濁
調
査
ご
し
て
行
は
中
、
会
人
口
を
問
ふ
べ
き
一
調
査
、
全
国
人
口
寅
査
又
は
職
業
調
査
に
、
之
を
附
帯
せ

し
む
る
場
合
に
限
り
、
逮
せ
ら
る
ぺ
き
こ
Z
な
り
、
車
濁
調
査
に
よ
り
て
は
経
験
上
、
完
全
具
足
の
保
詮
を
授
く

る
句
』
芭
殆
ん
刊
と
金
〈
な
L
o
さ
れ
"
と
叉
他
の
一
面
に
於
て
は
、
数
ふ
べ
き
失
業
者
を
そ
り
他
の
人
口
に
謝
し
、
通

切
に
限
定
せ
ん
ご
す
る
に
嘗
り
、
大
困
難
に
透
過
す
る
や
、
猫
逸
一
人
九
五
年
の
調
査
例
に
つ
き
前
に
も
一
言
せ

」
る
が
如

L、

一
般
に
多
〈
の
失
業
調
査
に
あ

h
τ
は
、
固
有
の
失
業
者
調
L
得
F
る
者
、
移
し
〈
そ
の
調
査
に
数

へ
込
ま
る
Z
の
懸
念
を
、
除
、
き
去
る
こ
正
を
得
す
、
印
も
そ
の
調
査
に
は
濁
立
の
小
工
業
経
替
者
、
会
〈
帥
労
働
を

求
め

F
る
者
、
嫌
勢
者
、
病
人
そ
の
他
の
崎
労
働
無
能
力
者
を
、
調
査
上
併
せ
規
取
る
ニ
ご
、
な
る
、

き
れ
ば
一
面

車
濁
の
失
業
調
査
に
ゐ
り
て
は
、
査
察
不
完
全
の
た
め
低
き
に
過
ぎ
た
る
敷
を
、
牧
む
る
の
虞
ゐ
る
も
、
他
凶
一

面
に
於
て
は
一
切
の
失
業
調
査
上
、
不
適
切
な
る
分
子
を
取
込
む
こ
古
に
よ
ち
、
高
き
に
過
ぎ
た
め
数
を
牧
U
る
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の
虞
あ
h

。

困
難
は
失
業
の
概
念
的
定
義
に
関
聯
し
て
惹
起
き
る
ぺ
〈
、
統
計
ご
し
て
明
賞
に
そ
の
定
義
仁
適
合
し
得
る
が

如
〈
、
定
む
る
は
容
易
な
ら
や
、
仮
h
ノ
に
都
市
行
政
々
策
上
普
通
に
採
用
き
る
、
が
如
き
意
義
仁
よ

h
、
崎
労
働
の

意
志
及
能
力
を
有
す
る
も
、
諸
事
情
の
不
況
又
は
自
己
め
不
熟
練
の
た
め
に
、
自
力
に
よ
る
も
管
業
的
又
は
会
盆

的
勢
働
紹
介
に
よ
る
も
、
適
切
な
る
勢
働
の
機
舎
を
接
見
す
る
能
は
守
、
叉
は
勢
働
を
金
〈
毅
見
し
得
吉
る
人
キ

を
指
す
ざ
す
る
も
、

之
eT
賞
査
す
る
際
に
は
、
失
業
者
百
す
ぺ
言
者
ご
然
ら
‘
さ
る
者
ご
の
取
捨
選
捧
上
、
砂
hr
ら

プ
る
疑
義
を
生
宇
ぺ
し
、
般
令
ば
失
業
調
査
を
固
有
勢
働
者
に
限
定
し
、

か
〈
て
踊
州
立
の
小
工
業
経
後
者
、
職

員
、
島
平
生
等
を
除
外
す
る
こ

Z
は
、
屡
々
行
は
る
、
所
な
る
も
、
向
多
〈
の
誤
謬
源
は
之
に
仲
良
べ
し
、
差
し
一

商
勢
働
者
F
他
面
濁
立
の
小
商
人
又
は
職
員
ご
の
限
界
は
、
明
確
に
劃
定
き
れ
ぎ
る
ぺ
き
を
以
て
な

b
、
叉
失
業

の
概
念
を
狭
〈
限
る
や
、
庚
〈
定
む
る
や
仁
よ
り
、
郎
も
そ
の
概
念
を
殿
密
仁
全
く
過
失
な
き
失
業

Z
定
む
る

ゃ
、
崎
労
働
意
志
の
存
在
及
勢
働
能
力
の
程
度
等
を
、
明
快
に
限
定
す
る
や
、
窮
屈
に
流
れ

F
る
が
如
〈
定
む
る
や

に
よ
り
、

ぞ
の
調
査
上
甚

r相
違
せ
る
結
果
を
牧
め
得
ぺ

L
、
特
に
女
子
の
失
業
を
、
右
の
鮎
に
闘
し
て
察
取
す

る
は
甚

π困
難
な
り
、
叉
短
時
日
に
限
ら
る
、
一
時
的
勢
働
無
能
カ
者
、
傷
害
叉
は
廃
疾
年
金
の
受
取
人
、
そ
の

他
の
諸
理
由
に
よ
り
調
査
の
範
囲
内
に
入
ら
ず
る
、
無
職
者
の
取
扱
に
つ
き
で
は
、
濁
逸
に
於
け
る
調
査
の
先
例

*
*
 

そ
の
外
叉
重
複
調
査
に
陥
ゐ
h
易
、
き
の
弊
ゐ
'
り
。
兎
も
角
勢
働
能

上
、
多
〈
の
疑
鮎
及
困
難
を
授
〈
ご
せ
ら
毛
、

諭

叢

) 

b 
寸，

五

失
業
者
統
計
概
設

第
一
一
十
巻

(
事
五
暁
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論

議

七
九
六

失
業
者
統
計
概
話

第
二
十
巻

(
第
五
現

日月
) 

カ
の
有
無
及
程
度
は
、
制
令
に
確
か
め
易
し
ご
す
る
も
、
賞
査
の
瞬
間
に
楠
労
働
の
意
志
あ
る
や
否
や
に
つ
き
て

は
、
事
柄
毛
れ
白
韓
被
調
査
者
の
主
観
に
麗
L
、
之
を
確
か
む
ぺ
き
客
槻
的
標
準
あ
る
こ
ご
な
し
、
客
観
的
悉
皆

大
量
観
察
の
目
的
上
、
失
業
調
査
を
嫌
ふ
ぺ
き
根
源
は
議
に
あ

h
、
今
秋
の
調
査
に
先
だ
ち
我
行
政
統
計
常
局
者

は
、
沿
ね
〈
諸
外
国
調
査
の
先
例
を
参
酌
し
、
ヌ
本
邦
議
都
市
の
賓
放
に
鏡
み
、
調
査
す
刀
、
き
失
業
者
の
限
定
、

並
に
之
が
調
査
員
取
扱
心
得
の
決
定
に
つ
き
て
は
、
綿
密
な
る
考
慮
を
携
は
れ
ん
こ
E
を
切
同
点
す
、
此
馳
に
ワ
き

遺
算
あ
ら
比
か
、
徒
ら
に
失
業
調
査

τふ
仁
政
的
美
名
を
掲
げ
つ
、
、
失
業
調
査
の
賞
を
失
遣
す
る
の
結
果
に
陥

ゐ
ら
ん
。

九

一
失
業
調
蚤
に
よ
り
要
求
き
れ
得
ぺ
量
、
信
頼
回
慣
値
の
程
度
は
、
そ
の
調
査
に
利
用
さ
れ
た
る
査
察
方
法
の
穣

類
、
及

εの
調
査
員
り
選
棒
、
調
査
の
組
織
及
材
料
整
理
に
闘
し
、
注
が
れ
た
る
注
意

ω程
度
に
本
づ
き
て
定
ま

る
、
由
来
車
濁
失
業
調
査
の
賞
施
上
、
大
陸
異
れ
る
三
方
法
を
採
用
せ
り
、
従
ひ
て
此
調
査
に
つ
き
異
れ
る
三
形

式
を
分
つ
ぺ
し
、

一
九

O
入
乃
至
九
年
の
冬
季
中
、
特
別
失
業
調
査
は
約
五

O
り
濁
逸
地
方
自
治
醐
胞
に
よ
り
行
は

れ
、
そ
の
悶
異
れ
る
右
の
三
方
法
は
採
用
3
れ
た
り
、
右
自
治
慢
の
三
分
の
ニ
は
、
第
三
の
方
法
に
よ
り
し
が
、

他
の
約
三
分
の
一
じ
よ
り
採
用
さ
れ
た
る
こ
方
法
は
、
失
業
者
の
任
意
通
告
を
本
ご
せ

h
吋

ィ
、
最
も
古
ぐ
し

τ
最
も
不
完
全
な
る
形
式
は
、

数
字
り
幽
を
使
用
す
べ
き
、

寧
純
通
告
法
ロ
E

Eロ
p
n
F
O
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冨
。
庄
内
ωvdH2MM

。
z
-
N叫
E
Z
H
n
gて
持
日
な
り
、
之
に
あ

h
t
は
、
会
告
、
貼
札
等
に
よ
b
、
人
口
中
の
失
業
者
に

封
し
、
役
所
よ
り
無
償
に
配
付
さ
る
べ
き
、
様
式
に
然
る
ぺ
〈
記
入
L
、
記
入
携
の
様
式
は
、
調
査
の
目
的
を
以

て
市
の
各
部
に
、
備
付
け
た

ι耐
内
に
投
入
す
べ
き
こ

F
f求
む
る
こ
之
、
す
、
此
方
法
に
あ
り
て
は
仮
令
ば

m
E問問一

E
に
て
行
は
れ
た
る
が
如
〈
、
調
査
日
の
夕
方
じ
至
り
、
投
入
さ
れ
た
る
申
告
粟
の
敷
を
、
現
存
失
業
者

の
数
ご
し
て
示
す
を
例
ご
す
、

こ
の
方
法
は
多
〈
は
大
な
る
調
査
洩
れ
を
生
宇
ぺ
〈
、
会
〈
抑
制
微
な
る
僚
値
を
有

す
る
に
過
ぎ
き
る
や
明
か
な
り
。

ロ
、
失
業
調
査
の
第
二
形
式
は
、
改
良
通
告
法
を
採
る
、
之
に
あ
・
り
て
も
前
方
法
同
様
、
失
業
者
に
通
告
を
求

む
る
も
、
幾
多
の
市
区
に
於
け
る
特
定
の
通
告
所
に
、
白
か
ら
出
頭

L
て
通
告
せ
し
む
る
こ
吉
、
す
る
に
ゐ
h
、

か
〈
沌
常
は
市
行
政
の
代
表
者
及
勢
働
組
合
そ
の
他
の
園
憧
の
代
表
者
を
以
て
、
組
成
さ
る
べ
き
通
告
所
の
仕
組

あ
る
は
、
前
方
法
じ
比
し
一
大
改
良
を
意
味
し
、
之
に
よ
り
偽
b
の
申
告
を
訂
正
す
る
の
可
能
ゐ
h
、
且
叉
失
業

者
に
つ
き
て
の
聴
取
土
、
失
業
の
原
因
及
そ
の
他
の
誘
導
現
象
に
つ
き
て
き
へ
も
、
甚
だ
信
頼
す
ぺ
き
査
定
を
遂

げ
得
吋
き
も
、
他
の
貼
に
つ
き
て
は
街
多
〈
の
不
備
を
件
ふ
、
郎
も
前
方
法
に
於
け
る
ご
同
様
、
多
〈
の
失
業
者

は
そ
の
調
査
に
つ
き
、
何
事
を
も
如
ら
歩
、
通
告
を
報
守
す
、
そ
の
事
業
を
助
成
す
る
の
性
向
を
、
示
古

5
る
こ

ぜ
は
一
層
頻
繁
な

h
、
叉
通
告
所
を
訪
m
H

る
こ
ピ
を
差
か
し
さ
す
る
者
も
砂
か
ら
歩
、
品
偶
者
は
特
に
女
子
に
つ
き

屡
々
見
る
所
な

h
、
又
通
告
所
が
市

ω代
表
者
及
勢
働
組
合
の
代
表
者
に
よ
り
組
成
せ
ら
る
ご
せ
ん
か
、
峠
労
働
組

論

叢

失
業
者
統
計
概
設

第
二
十
巻

(
第
五
載

五
) 

七
丸
七



二
六
)
七
九
八

*
 

舎
に
麗
せ
ぎ
る
労
働
者
、
ヌ
は
商
業
使
用
人
等
は
遁
告
所
行
を
差
控
ゆ
る
こ
E
屡
々
な
り
。

論

議

(
第
五
娩

先
業
者
統
計
概
詑

第
二
十
巻

え
前
記
ニ
形
式
に
は
快
貼
を
件
ふ
た
め
・

一
屠
良
好
な
る
形
式
、
郎
も
全
市
に
分
遣
さ
る
べ
き
特
別
調
査
員

に
よ
る
、
戸
別
訪
問
失
業
調
脅
法
出

E
持
胃
E
O
N忠
一
己
認
の
採
用
仁
遜
り
行
〈
こ
正
、
な
れ
り
、
而
も
そ
は
或

は
書
込
む
ぺ
き
様
式
を
、
失
業
者
に
渡
し
置
き
、
綾
に
再
び
回
牧
す
る
こ
吉
、
す
る
か
、
或
は
失
業
者
に
よ
る
口

頭
の
申
告
及
そ
の
様
明
に
本
づ
き
、
調
査
員
自
身
を
し
て
記
入
せ
し
h
u

る
こ
吉
、
す
、
品
悼
の
方
法
は
中
に
も
良
き

仕
方
な
り
、
通
告
法
に
あ

h
て
は
凡
て
は
、
失
業
者
の
好
意
に
よ
ち
左
宿
き
る
ぺ
き
も
、
此
方
法
に
あ
り
て
は
凡

て
は
、
固
檀
所
属
の
柚
労
働
者
中
よ
り
採
用
せ
し
、
調
査
員
の
好
意
に
よ
り
決
せ
ら
る
、

か
、
る
調
査
員
は
事
情
仁

通
じ
、
又
失
業
者
は
彼
等
に
費
し
て
は
、
最
も
快
よ
〈
自
白
す
ぺ
け
れ
ば
な
り
、

さ
れ
H

と
こ
の
調
査
方
法
に
め
h
J

て
も
、
亦
幾
多
の
事
情
に
よ
ち
調
査
洩
れ
を
生
悲
し
れ
U

ぺ
[
、
採
用
せ
る
調
査
員
の
熱
心
、
良
心
及
教
養
は
、
此

駄
に
つ
き
特
に
大
影
響
を
及
ぽ
す
ア
し
、
調
査
賞
施
の
た
め
市
の
吏
員
を
採
用
せ
る
こ

Z
は
多
き
も
、
他
の
場
合

に
は
勢
働
組
合
員
を
、
調
査
員
ご
し
て
引
入
れ
た

b
、
品
悼
の
場
合
に
は
そ
の
調
査
員
中
に
、
調
ぺ
落
ご
し
に
幾
分

か
奥
味
を
引
〈
ぺ
き
、
人
々
る
包
容
す
る
こ
Z
、
な
る
ぺ
き
も
、
甚
だ
多
数
の
人
を
採
用
し
易
(
、
従
ひ
て
極
め

て
狭
き
調
査
匿
を
分
も
得
べ
き
こ
ご
を
、
意
識
す
る
の
要
あ
る
に
針
し
、
定
員
に
よ
る
質
査
に
あ
b
て
は
、
構
成

す
べ
き
調
査
厩
多
〈
は
慶
大
な
る
が
た
め
に
、
査
察
賞
施
の
た
め
に
便
利
な
ら
歩
、
何
れ
に
し
て
も
戸
別
訪
問
失

業
調
査
の
形
式
は
、
比
較
的
最
良
の
方
法
力
h
ノ
、
他
の
方
法
に
比
し
大
規
模
な
る
仕
組
仁
よ
h
、
大
多
数
の
調
査
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員
を
要
す
る
に
拘
は
ら
宇
、
初
め
よ
b
不
完
全
の
刻
印
を
付
せ
ら
る
ぺ
言
、
通
告
法
に
比
し
盗
か
に
良
好
な
る
結

果
を
期
待
せ
し
む
。
唯
此
方
法
に
よ
る
も
如
何
に
不
満
足
の
結
果
を
生
む
べ
き
か
に
つ
き
、

一
例
丈
け
奉
「
る
こ

吉
、
せ
ん
か
、

n
E
ユO
R
E
Eお
に
て
は
一
九

O
五
年
中
、

二
月
二
六
日
に
行
へ
る
調
査
は
入
四
一
人
、

七
月

口
の
調
査
に
て
は
二
七
八
人
、

一
月
二
五
日
の
調
査
に
て
は
一
二
三
人
の
失
業
者
を
示
せ
り
、
常
に
失
業

ω

増
加
を
見
る

d

へ
き
、

一
一
月

r
右

ω如
〈
そ
の
数
を
減
せ
る
は
、
勢
働
組
合
が
市
品
目
議
員
選
皐
の
た
め
仁
そ
の
カ

を
殺
が
れ
[
よ
b
、
申
告
書
の
配
付
及
回
牧
に
怠
慢
な
b
し、

一
事
に
よ

h
稗
明
主
る
ぺ
き
所
な

b
、
そ
の
方
法

は
婦
人
に
つ
、
‘
さ
て
は
一
層
通
せ
守
、
叉
極
め
て
大
な
る
都
市
に
て
は
、
数
千
人
の
調
貸
員
を
必
要
吉
す
、
か
〈
て

仮
A
T
ば
一
九

O
九
年
伯
林
に
於
て
、
枇
曾
民
主
常
所
属
の
崎
労
働
組
合
が
-

此
方
法
に
よ
り
行
へ
る
一
調
査
に
ゐ

h

四
五
千
人
を
使
用
せ
り
ご
自
稽
せ
り
、
要
す
る
に
冨
。
品
が
適
切
仁
注
意
を
促
せ
る
如
〈
、
軍
濁
失
業
調

*
 

査
の
結
果
は
甚
.K
し
イ
疑
は
じ
。

て
は
、右

の
方
法
に
よ

h
勢
働
組
令
所
属
の
努
働
者
を
、
起
用
す
る
際
に
て
も
、
多
〈
は
市
行
政
の
統
計
所
を
し
て
、

組
成
せ
し
む
ぺ
き
中
立
日
均
衡
を
煩
は
し
、
調
査
の
賓
施
を
監
減
せ
し
め
、
叉
監
校
の
た
め
の
尋
同
事
項
を
附
せ

る
、
詳
細
の
調
査
様
式
を
用
ゐ
、
失
業
者
に
つ
き
て
の
そ
の
他
詳
細
な
る
監
校
に
嘗
ち
つ
、
、
之
を

L
て
正
嘗
な

る
調
査
洩
れ
に
闘
し
、
充
分
な
る
用
意
を
積
ま

L
む
る
こ
ご
、
せ
ん
か
、
良
結
果
を
皐
「
る
を
担
甘
ん
、

か
、
る
注

意
e

信
号
、
「
限
h
、
勢
働
組
合
所
属
の
努
働
者
を
、
調
査
員
ご
し
て
採
用
し
つ
¥
戸
別
訪
問
失
業
調
査
法

ω助

論

議

第
二
十
巻

七
九
九

{
第
五
親

七
} 

失
業
者
統
計
概
説

Vgl. Morgcnroth， et. a. O. S. IJ5 ; Schanz， a". a. O. S. 197 器



諭

議

長
業
者
統
計
概
説

入。。

F¥ 
) 

第
二
十
巻

(
第
五
競

け
仁
よ
h
、
満
足
な
る
結
果
を
奉
げ
得
べ
き
こ
正
は
、

般
A
T
ば
一
九
一
二
年
二
月

一
日
冨

E
各
自
及
そ
の
周

園
町
村
に
行
は
れ
た
る
、
失
業
調
査
に
よ
b
賃
詮
せ
ら
る
。
右
り
調
査
に
ゐ
り
て
は
、

そ
の
常
時
六
一
高
人
を
数

へ
た
る
市
を
、
三
二
入
一
調
査
匝
に
分
も
、
貫
査
費
行
の
た
め
仁
、
四
一
百
人
の
調
査
員
及
補
允
調
査
員
使
役
さ

れ
允
h

ッ
、
構
成
主
れ
た
る
調
査
匝
の
多
数
に
あ
り
て
は
、
各
調
査
員
の
受
持

τる
家
数
軒
に
過
ぎ
宇
、

一
切
の
失

業
者
を
完
全
に
鵡
取
る
の
保
者
行
届
き
た
り
、
他
面
監
校
の
た
め
の
尋
問
事
項
を
附
せ

L
、
詳
細
の
尋
問
用
紙

吉
、
統
計
所
に
於
け
る
調
査
材
料
の
立
入
'
り
た
る
検
査
Z
は
、
調
査
員
に
よ
り
引
渡
さ
れ
た
る
材
料
中
、
調
査
の

意
義
に
訴
へ
、
失
業
規
す
べ
か
ら
ゴ
る
帥
労
働
者
を
、
取
除
く
こ
ご
を
可
能
な
ら
し
め
た
h
f
、
か
〈
て
査
察
に
際
し

一
六
七
二
週
は
検
査
に
際
し
尿
げ
ら
晶
、

の
要
ゐ

P
吉
、
佐
ひ

τ査
察
の
意
義
に
よ
れ
る
長
業
者

ω、
質
際
現
存
款
は
七
五
九
入
人
に
低
下
せ
り
。

統
計
所
に
詮
致
さ
れ
た
る
、
記
入
済
失
業
調
査
用
紙
九
二
七

O
通
中
、

備
特
に
興
味
あ
る
は
冨
釦
mLor己
片
岡
市
よ
り
畿
表
苫
れ
し
、

一
九

O
八
年
一
一
月
末
の
岡
市
に
於
け
る
失
業
及

勢
働
時
間
短
縮
に
関
す
る
調
査
報
告
な
h
J
、
岡
市
勢
働
組
合
聯
合
の
助
カ
を
得
て
、
行
は
れ

L
右
戸
別
調
査
は
、

一
部
分
は
統
計
に
し
て
一
部
分
は
特
別
委
員
調
査
た
り
、
特
に
失
業
者
に
つ
き
重
要
な
る
数
細
別
を
設
け
し
一
=
」

は
興
味
ゐ
h
ノ
、
却
も
(
イ
)
労
働
無
能
力
の
失
業
者
、
(
ロ
)
市
外
に
於
て
帥
労
働
に
就
(
こ
吉
、
な
れ
る
も
、
そ
の
住

所
を
冨
お
牛
肉
『
口
同
町
仁
保
持
す
る
も
の
、
(
こ
以
前
に
足
釦
町
内

5
5問
に
住
所
を
有
せ
る
も
、
次
い
で
遠
隔
の
勢
働

地
に
引
移
b
、
今
や
叉
失
業
者
己
し
て
入
b
蒸
れ
る
者
の
医
別
を
設
り
た

b
、
調
査
の
重
要
補
充
芭
す
べ
き
も
の

Vgl. Morgenroth， a. a. O. S. II:5・* 



に
、
前
記
報
告
の
第
ニ
編
あ
り
、
そ
は
諸
工
業
経
替
に
就
き
、
勢
働
制
限
及
勢
働
時
間
一
短
縮
に
閥
す
る
諮
問
の
結

果
を
合
む
、
従
ひ
て
一
商
失
業
者
に
就
き
て
察
取
し
、
是
の
失
業

ω原
因
に
つ
き
失
業
者
に
も
亦
尋
問
せ
h
ご
雄

も
、
他
面
多
数
の
大
経
笹
に
謝
す
る
尋
問
じ
よ
h
、
恐
慌
の
際
彼
等
が
採
用
せ
る
、
諸
方
策
の
良
瞥
見
を
授
〈
、

そ
の
調
査
は
尋
問
せ
る
経
傍
を
、
若
干
の
職
業
大
別
に
分
ち
、
叉
尋
常
時
に
使
役
せ
ら
志
、
勢
働
者
数
に
よ
h
、

大
小
級
別
を
分
ち
、
そ
の
常
時
の
使
役
幡
労
働
者
数
古
前
年
ご
の
比
岐
、
及
使
役
努
働
者
の
最
高
敏
子
伊
】
問
問
へ

h
、

又
大
小
諸
級
工
業
に
於
け
る
勢
働
者
解
雇
の
範
圏
、
及
卒
日
勢
働
時
間
短
縮
の
程
度
を
問
へ

b

。

O 

以
上
主
芭

L
て
濁
逸
事
情
に
よ
り
、
諸
方
面
の
失
業
者
統
計
材
料
に
つ
き
説
話
来
れ

h
、
之
を
我
邦
に
つ
き
で

考
ふ
る
に
、
以
上
各
関
統
計
資
料
の
根
源
中
、
本
邦
に
備
は
も
さ
る
も
の
は
砂
か
ら
中
、
特
に
勢
働
組
合
頗
る
倣

カ
に
し
て
、
失
業
者
統
計
作
製
ゆ
目
的
上
、
諸
方
面
の
充
分
な
る
助
力
を
之
に
仰
ぎ
品
離
れ
刷
る
の
放
の
り
、
此
意
味

に
よ
り
政
府
の
失
業
調
査
計
垂
は
或
は
機
宜
を
得
た
り
ぜ
寸
る
を
得
ん
、
殊
に
闘
際
関
係
及
国
内
政
治
上
の
理
由

を
・
併
せ
考
ふ
る
ご
き
は
、
そ
の
戚
を
深
か
ら
し
め
守
ん
ば
非
争
、

さ
れ
H

と
純
然
た
る
統
計
調
脊
.
の
槻
鮎
よ
h
論

守
ん
か
、
俄
か
に
そ
の
計
重
に
賛
意
を
表
す
る
を
得
守
、
試
み
に
濁
入
国
E
舎
の
評
論
を
聞
け
、

日
〈
「
従
来
利

用
さ
れ
た
る
諸
方
法
は
、
不
充
分
な
り
ご
の
認
識
、
諸
方
面
の
調
査
に
よ
る
結
果
の
不
完
全
、
何
れ
の
方
法
に
よ

h
待

ιJれ
党
る
材
料
に
も
、

一
部
は
故
意
一
部
は
偶
然
の
誤
謬
及
不
精
確
を
件
へ
る
の
事
情
は
、
曾
々
失
業
者
救

論

議

失
業
者
統
計
概
詑

第
二
十
巻

(
第
頁
披

ずL
) 

}¥. 

C 
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論

失
業
者
統
計
概
設

第
二
十
告

ノ、
O 

(
第
五
掠

O 

設

演
が
諸
方
面
よ
り
、
諸
都
市
の
枇
曾
的
職
分
中
に
教
へ
ら
れ
、
又
そ
の
要
求
を
準
め
市
替
失
業
保
険
創
設
に
及
ぼ

す
の
蚊
態
あ
る
を
以
て
、
愈
々
重
大
事
態
調
さ
る
べ
き
所
な
り
、
・
:
・
:
方
法
論
の
怠
味
に
よ
り
確
言
す
べ
き
所

に
よ
る
に
、
諸
失
業
調
査
に
は
今
日
筒
、
曲
学
問
上
軽
微
な
る
贋
値
を
付
奥
L
得
る
に
過
ぎ
宇
、
そ
の
調
査
は
察
取

せ
ん
£
希
望
せ
し
も
の
を
、
察
取
す
る
能
は
す
、
牧
め
得
ぺ
き
材
料
は
、
確
か
に
何
れ
か
の
都
市
政
策
を
、
行
ふ

の
基
本
に
利
用
さ
れ
得
刀
、
き
も
、
大
仕
掛
の
都
市
政
策
を
重
策
し
、
一
定
の
場
合
に
失
業
保
険
を
創
設
す
る
た
め

の
基
本
に
は
、
決
し

τ供
し
得
イ
き
に
非
十
」
正
、
夫
れ
然
・
り
、
五
年
前
に
「
一
人
の
蝿
は
高
人
を
殺
す
」
芭
言
ふ

迄
に
宣
侍
し
、
確
賞
第
一
を
期
し
っ
、
、
賞
施
し
た
る
国
勢
調
査
の
例
を
襲

ο、
而
も
亦
恰
も
そ
の
確
貫
を
期
す

る
が
た
め
に
、
調
査
事
情
慣
を
砂
か
ら
し
め
党
る
今
秋
の
簡
易
国
勢
調
査
に
際
し
、
之
を
併
せ
調
査
せ
ん
Z
す
る
が

如
き
は
、
決
し
て
賢
明
の
措
置
古
都
す
る
を
得
す
、
而
も
亦
方
針
阪
に
決
定

L
、
相
世
田
の
準
備
積
ま
れ
た
る
今
日

に
於
て
は
、

そ
の
調
査
の
快
貼
を
成
る
可
〈
砂
か
ら
し
む
る
の
主
意
に
よ
ち
・
準
備
を
積
む
の
外
な
き
ゃ
前
に
も

設
き
し
が
如
し
、
幸
に
し
て
そ
の
準
備
充
分
に
積
ま
れ
、
本
論
の
所
設
を
長
切
る
が
如
、
き
、
好
成
績
暴
げ
ら
れ
な

ば
、
そ
は
帝
闘
の
た
め
に
慶
一
珊
な
り
・
「
客
夏
(
一
丸
一
一
一
年
)
維
弘
納
仁
遊
び
て
、
白
耳
義
人
グ
ヮ

1
v
1
氏
の
知
過

を
持
、
同
氏
の
議
カ
預
り
て
カ
ゐ
る
、
高
岡
失
業
防
止
曾
〉
uucnH
住
吉

3
5
U
E昨
日
向
。
己
目
-
o
n
r
b
E
ω
問
。
の
本

邦
支
部
創
設
に
斡
旋
せ
ん
噂
』
イ
」
を
諮
議
せ
ら
れ
、
心
私
か
に
本
邦
の
貫
況
否
之
に
関
寸
る
白
家
見
聞

ω浅
き
を
耽
」

づ
正
は
、
十
脇
田
年
の
論
文
中
に
設
さ

L
所
、
五
日
人
は
此
引
臓
を
再
び
重
ぬ
る
の
虞
な
き
に
至
ら
ん
こ
ご
を
、
切
望
せ

T
ん
ば
非
A
r
o
(完
)
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